
© 2025 Mizuho Bank, Ltd.0

2025年7月

国際戦略情報部

オーストラリア投資環境

調査本部



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd. 1

【目次】

Ⅰ．基礎情報
【Ⅰ－１】主要国経済指標・・・・・・・・・・・・・P.3
【Ⅰ－２】基礎データ・概況・・・・・・・・・・・・P.4
【Ⅰ－３】経済構造・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
【Ⅰ－４】経済・産業の特徴・・・・・・・・・・・・P.11
【Ⅰ－５】経済情勢・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
【Ⅰ－６】政治情勢・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
【Ⅰ－７】経済発展上の課題・・・・・・・・・・・・P.14
【Ⅰ－８】経済発展上の強み・・・・・・・・・・・・P.16
【Ⅰ－９】直接投資動向・・・・・・・・・・・・・・P.18
【Ⅰ－１０】サプライチェーンの動向・・・・・・・・P.20
【Ⅰ－１１】投資先としてのポテンシャル総括・・・・P.21

Ⅱ．投資関連情報
【Ⅱ－１】労働関連情報・・・・・・・・・・・・・・P.23
【Ⅱ－２】会計・税務関連情報・・・・・・・・・・・P.25
【Ⅱ－３】金融関連情報・・・・・・・・・・・・・・P.27

Ⅲ．拠点設立
【Ⅲ－１】進出形態・・・・・・・・・・・・・・・・P.30
【Ⅲ－２】拠点設立フロー・・・・・・・・・・・・・P.32
【Ⅲ－３】現地費用・・・・・・・・・・・・・・・・P.34
【Ⅲ－４】口座開設・・・・・・・・・・・・・・・・P.35
【Ⅲ－５】撤退・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.36

Ⅳ．各種規制・恩典・参考情報
【Ⅳ－１】外資規制・・・・・・・・・・・・・・・・P.38
【Ⅳ－２】投資誘致・・・・・・・・・・・・・・・・P.40
【Ⅳ－３】会社法関連・・・・・・・・・・・・・・・P.42
【Ⅳ－４】資金調達・・・・・・・・・・・・・・・・P.43
【Ⅳ－５】不動産関連規制・・・・・・・・・・・・・P.44
【Ⅳ－６】近時トピックス・・・・・・・・・・・・・P.45

Ⅴ．その他
【Ⅴ－１】各州概要・・・・・・・・・・・・・・・・P.51
【Ⅴ－２】オーストラリアのFTA・EPA締結状況 ・・・P.59
【Ⅴ－３】みずほ銀行シドニー支店のご案内・・・・・P.60
【Ⅴ－４】業務提携・・・・・・・・・・・・・・・・P.61



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd. 2

Ⅰ. 基礎情報

Ⅱ. 投資関連情報

Ⅲ. 拠点設立

Ⅳ.各種規制・恩典・参考情報

Ⅴ.その他



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd.

【Ⅰ－１】主要国経済指標
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国・地域名 米国 中国（大陸） 日本 インド 韓国 英国

人口 (百万人) 340.1 1,408.3 123.9 1,441.7 51.8 69.2 

名目GDP (億米ドル) 291,849 187,480 40,262 39,091 18,697 36,446 

実質GDP成長率 (前年比) 2.8 5.0 0.1 6.5 2.0 1.1

一人当たりGDP (米ドル) 85,812 13,313 32,498 2,711 36,129 52,648 

2025年GDP成長率見込み 1.8 4.0 0.6 6.2 1.0 1.1

信用格付(S&P) as of Mar 2025 AA+ A+ A+ BBB- AA AA

国・地域名 英国 オーストラリア タイ インドネシア マレーシア シンガポール

人口 (百万人) 69.2 27.3 70.2 281.6 33.1 5.9 

名目GDP (億米ドル) 36,446 17,968 5,149 13,963 4,156 5,014 

実質GDP成長率 (前年比) 1.1 1.0 1.9 5.0 3.7 1.1

一人当たりGDP (米ドル) 52,648 66,248 7,337 4,958 12,570 84,734 

2025年GDP成長率見込み 1.1 1.6 2.7 4.7 4.4 2.1

信用格付(S&P) as of Mar 2025 AA AAA BBB+ BBB A- AAA

(出所) IMF - World Economic Outlook Database March 2025 Edition / S&Pのホームページより、みずほ銀行国際戦略情報部作成

※数値は2024年ベース／2025年GDP成長率見込みおよび斜体箇所はIMF推定値

S&P格付定義：

A格         債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、経済状況の悪化からやや影響を受けやすい

BBB格  債務を履行する能力は適切であるが、経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い

BB格       投機的要素が強い。高い不確実性や経済状況の悪化に対して脆弱性を有し、状況次第で債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性がある

※S&P信用格付については2025年3月31日時点



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd.

【Ⅰ－２】基礎データ・概況

4

オーストラリア基礎データ 

【国名】 オーストラリア連邦（Commonwealth of Australia）

【人口】 約2,730万人（2024年IMF推定）

【面積】 約769.2万K㎡（日本の約20倍、世界第6位）

【首都】 キャンベラ 人口：約48万人（2024年9月時点、ACT全域）

【言語】 英語

【民族】 アングロサクソン系等欧州系が中心

【宗教】 キリスト教44％、無宗教39％ 等

【通貨】 オーストラリアドル

【政治】 立憲君主制

 国家元首：チャールズ三世国王（英国国王兼豪州国王）

 ただし連邦総督が王権を代行

          議会：二院制

【ＧＤＰ】  名目：1兆7,968億米ドル   （2024年IMF）
                 一人当たり：66,248米ドル  (2024年IMF推定)

実質GDP成長率：1.0％       （2024年IMF）

【主要産業】 鉱業（鉄鉱石・石炭）、サービス業（金融、保険、不動産等）

オーストラリア概況 
◼ 南半球に位置する、6つの州と2つの特別地域からなる連邦制の国。石炭・鉄鉱

石をはじめとする天然資源に恵まれた、世界有数の資源国

◼ 足元不動産業界の活況が注目されており、また地理条件を踏まえ再エネ産業の
適地であるため、エネルギー業界からも関心が集まる

◼ 積極的に移民を受け入れ、全人口に占める海外出身者の割合は51.5％（2022年
6月末時点）

◼ 2014年7月、日本と豪州は日豪経済連携協定（EPA）に署名、2015年1月発効

◼ 2025年5月に総選挙を実施。労働党が単独過半数を勝ち取った

（出所）IMF資料等よりみずほリサーチ&テクノロジーズ、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅰ－３】経済構造（産業・貿易）①～産業構造
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産業別GDP構成比（2011年と2023年の比較）

2011年 2023年

（出所）オーストラリア統計局よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

◼ 天然資源に恵まれた、世界でも有数の資源国。資源ブームを背景に鉱業のウエイトが拡大

◼ 人口増加と海外からの投資を含めた旺盛な不動産投資等により、不動産関連産業の占める割合も大きい

◼ 一方、広大な国土が物流面のネックであることに加え、人件費高騰により製造業は縮小傾向

◼ サービス産業（教育業、専門サービス業など）のウエイトが高く、オーストラリア経済の成長に寄与
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【Ⅰ－３】経済構造（産業・貿易）②～輸出額の推移

（出所）UN Comtradeのデータに基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズおよびみずほ銀行国際戦略情報部作成

（注1）「アジアのその他の国・地域」については、出所のデータ上、個別に集計されていない国・地域の貿易額の合算を表記。台湾を含む
品目分類は、HSコード2桁分類を基に集計

（注2）「その他の地域（Area NES）」＝貿易統計上特定できない国・地域、「その他」＝グラフ内明記されている国以外のその他国・地域の合計

国別輸出額の推移 品目分類別輸出額の推移

◼ オーストラリアの貿易は、基本的に一次産品を輸出し、高度加工製品を輸入するという構造となっており、鉄鉱
石などの原材料や石炭などの鉱物性燃料で輸出全体の約70％を占める

◼ 輸出相手国・地域別にみると、中国（大陸）、日本、韓国で全体の約6割を占めており、アジア地域との結びつき
が強い
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輸送機器（含む自動車） 鉄鋼・鉄鋼製品
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単位：億米ドル
単位：
億米ドル



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd. 7

（参考）輸出額の内訳（国・地域別×品目分類別）

（出所）UN Comtradeのデータに基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズおよびみずほ銀行国際戦略情報部作成

単位：億米ドル

（注）「アジアのその他の国・地域」については、出所のデータ上、個別に集計されていない国・地域の貿易額の合算を表し、台湾を含む
品目分類は、HSコード2桁分類を基に集計

（注）各品目分類に占める、輸出相手国・地域別の割合を表示。最も割合が高い国・地域のセルを網掛表示

2024年輸出額の内訳（国・地域×品目分類別）

◼ 鉄鋼製品・精密機械・自動車等を米国向けに輸出し、その他の品目はほぼすべて中国（大陸）が主要な輸出先

◼ 新型コロナウイルスの独立調査要求以降の豪中関係の悪化により、中国向け輸出は減少傾向にあったものの、足
元関係改善につき回復傾向にあり

農林水産品
鉱物性製品

・石油・燃料
化学工業品 木・紙製品

繊維・
衣料製品

皮革・履物等

鉄鋼・
鉄鋼製品

非鉄
金属製品・
非金属鉱物

機械類・
精密機器・
電気機械

輸送機器
（含む自動車）

その他 国・地域別総額

中国（大陸）
81.8 852.3 13.4 1.5 26.7 0.4 22.5 6.5 0.5 20.7

1,026
(19.5%) (40.1%) (8.7%) (8.2%) (46.7%) (1.8%) (18.5%) (4.6%) (1.3%) (6.6%)

その他の地域
2.3 495.9 0.3 7.1 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 49.7

556
(0.6%) (23.3%) (0.2%) (37.7%) (0.5%) (0%) (0%) (0.5%) (0.1%) (15.9%)

日本
38.6 246.8 3.6 0.0 0.3 0.2 10.7 4.6 0.9 0.5

306
(9.2%) (11.6%) (2.3%) (0.2%) (0.5%) (0.8%) (8.8%) (3.3%) (2.4%) (0.1%)

韓国
26.7 136.3 2.2 0.2 0.5 0.1 14.7 1.4 0.2 16.3

199
(6.4%) (6.4%) (1.4%) (0.9%) (0.9%) (0.6%) (12.1%) (1%) (0.6%) (5.2%)

インド
12.9 97.3 6.9 1.0 3.8 1.9 3.3 1.9 0.1 35.5

165
(3.1%) (4.6%) (4.5%) (5.5%) (6.7%) (7.9%) (2.7%) (1.3%) (0.3%) (11.3%)

米国
52.2 0.4 19.9 1.1 1.2 3.3 5.9 30.7 10.4 22.2

147
(12.5%) (0%) (13%) (5.7%) (2.1%) (13.9%) (4.8%) (21.9%) (27.2%) (7.1%)

EU
21.6 47.0 7.4 0.3 2.2 1.6 2.0 14.5 5.4 3.1

105
(5.1%) (2.2%) (4.8%) (1.4%) (3.8%) (6.6%) (1.6%) (10.3%) (14.2%) (1%)

その他
182.5 247.9 99.0 7.6 22.1 16.5 62.5 80.1 20.6 164.9

904
(43.6%) (11.7%) (64.8%) (40.3%) (38.7%) (68.5%) (51.4%) (57.1%) (53.9%) (52.7%)

品目分類別総額 419 2,124 153 19 57 24 122 140 38 313 3,409
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【Ⅰ－３】経済構造（産業・貿易）③～輸入額の推移

（出所）UN Comtradeのデータに基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズおよびみずほ銀行国際戦略情報部作成

（注）「アジアのその他の国・地域」については、出所のデータ上、個別に集計されていない国・地域の貿易額の合算を表記、台湾を含む
品目分類は、HSコード2桁分類を基に集計

国別輸入額の推移 品目分類別輸入額の推移

◼ 輸入については、製造業の衰退により機械・輸送用機器が全体の40％以上を占める

◼ 輸入相手国・地域別にみると、中国と米国で全体の約40％のシェアを占めているが、日本も引き続き輸入相手国
の上位を維持している
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単位：
億米ドル



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd. 9

（ご参考）輸入額の内訳（国・地域別×品目分類別）

単位：億米ドル

（注）「アジアのその他の国・地域」については、出所のデータ上、個別に集計されていない国・地域の貿易額の合算を表し、台湾を含む品目分類は、HSコード2桁分類を基に集計

（注）各品目分類に占める、輸入相手国・地域別の割合を表示。最も割合が高い国・地域のセルを網掛表示

2024年輸入額の内訳（国・地域×品目分類別）

◼ 農林水産品、鉱物性製品・輸送機械以外では、ほぼすべての品目において中国（大陸）がメインの輸入元

◼ 日系自動車は現地で高い市場シェアを有しており、根強い人気を誇っているが、中資系メーカーは電気自動車
（EV）を投入することで市場シェアを広げている

（出所）UN Comtradeのデータに基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズおよびみずほ銀行国際戦略情報部作成

農林水産品
鉱物性製品
・石油・燃料

化学工業品 木・紙製品
繊維・
衣料製品

皮革・履物等

鉄鋼・
鉄鋼製品

非鉄
金属製品・
非金属鉱物

機械類・
精密機器・
電気機械

輸送機器
（含む自動車）

その他 国・地域別総額

中国（大陸）
16.7 25.1 84.4 22.4 83.3 37.3 45.5 299.8 68.7 73.9

757
(8.5%) (6.2%) (21.5%) (40.9%) (53.6%) (39.8%) (49.9%) (34.9%) (13.9%) (33.5%)

EU
47.5 3.8 97.5 8.1 12.9 8.9 13.9 149.8 74.7 17.1

434
(24.1%) (0.9%) (24.8%) (14.8%) (8.3%) (9.5%) (15.3%) (17.4%) (15.2%) (7.7%)

米国
17.0 15.6 58.6 3.4 2.0 3.6 4.6 146.1 76.4 19.8

347
(8.6%) (3.8%) (14.9%) (6.2%) (1.3%) (3.8%) (5%) (17%) (15.5%) (9%)

日本
2.3 15.0 14.9 0.3 0.3 1.8 0.9 26.4 110.7 1.2

174
(1.2%) (3.7%) (3.8%) (0.5%) (0.2%) (1.9%) (1%) (3.1%) (22.4%) (0.6%)

韓国
2.6 95.1 9.7 0.8 0.6 1.7 2.9 11.9 38.5 1.3

165
(1.3%) (23.3%) (2.5%) (1.4%) (0.4%) (1.8%) (3.2%) (1.4%) (7.8%) (0.6%)

タイ
12.0 1.9 11.8 0.6 1.3 2.1 2.6 23.8 75.7 3.3

135
(6.1%) (0.5%) (3%) (1.1%) (0.8%) (2.2%) (2.8%) (2.8%) (15.4%) (1.5%)

マレーシア
7.4 67.6 10.0 2.6 0.5 2.1 3.3 21.6 0.9 2.8

119
(3.7%) (16.6%) (2.5%) (4.7%) (0.3%) (2.2%) (3.6%) (2.5%) (0.2%) (1.3%)

その他
91.4 183.4 106.4 16.6 54.5 36.4 17.5 179.0 47.7 101.4

834
(46.4%) (45%) (27.1%) (30.3%) (35.1%) (38.7%) (19.2%) (20.9%) (9.7%) (45.9%)

品目分類別総額 197 407 393 55 155 94 91 858 493 221 2,965
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（ご参考）業種別輸出入比率（2023年）

品目分類

生産額 輸入額 輸出額 輸入比率 輸出比率

単位：百万米ドル 単位：％

① ② ③ ②/(①＋②） ③/（①＋②）

農林水産業 83,253 4,813 16,867 5.5 19.2

鉱業 295,151 14,002 221,608 4.5 71.7

飲食料品・タバコ 82,610 17,649 23,672 17.6 23.6

繊維・繊維製品 3,432 9,637 837 73.7 6.4

皮革・履物 763 2,010 513 72.5 18.5

木材・木製品 11,356 556 1,564 4.7 13.1

紙・紙製品 25,699 4,283 3,007 14.3 10.0

石炭・石油精製品・核燃料 11,875 18,959 2,836 61.5 9.2

化学製品 24,407 10,855 8,767 30.8 24.9

ゴム・プラスチック 10,723 2,415 1,391 18.4 10.6

その他の非金属鉱物 15,227 2,003 876 11.6 5.1

卑金属・加工金属製品 74,279 12,933 36,941 14.8 42.4

その他の機械類 12,801 17,529 2,690 57.8 8.9

電子・光学機械 12,650 26,732 4,120 67.9 10.5

輸送機器 20,129 42,070 3,131 67.6 5.0

その他の製品 6,220 17,032 1,046 73.2 4.5

（出所）アジア開発銀行(ADB)より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

◼ 国内製造業の衰退により、各種機械においては輸入に大きく依存しており、輸入比率は50%を上回る

◼ 一方で世界中の堅調な資源需要と重要鉱物需要に起因し、各種鉱物の輸出は引き続き活発であり、鉱業の輸出比
率は約7割と高い水準に
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【Ⅰ－４】経済・産業の特徴

11

主要産業の特徴と動向

◼ 広大な国土や豊富な資源により農業・牧畜業や鉄鉱石・石炭等の産業が盛ん。産業基盤を支える重要鉱物に加え、
今後重要性が高まるレアメタルの生産量も世界シェアの上位を占めている

◼ 一方、高い購買力や人口増加を背景にサービス分野も発達

◆農業
－国土面積のほぼ半分が農地
－作物では穀物(大麦、小麦、米)、畜

産物では牛肉、羊肉、羊毛が有名な
ほか、酪農業も盛ん

◆林業
－国土の2割弱が森林(大半は天然林)
－主な輸出品目は製材用、ウッドチッ

プ、紙製品
◆水産業

－甲殻類(エビ、ロブスター)、軟体類
(カキ、アワビ)などが豊富

農林水産業

特徴

近時
動向

✓ 豪中FTAをはじめとした各国との自
由貿易協定の締結が追い風となり、
輸出・生産ともに増加傾向

✓ オーストラリアのアグリビジネスや
食料加工業などに関し、現地産食材
のクオリティの高さから、海外から
の関心は依然と高い

鉱業・エネルギー サービス産業

◆石炭
－国内の総発電量の約60％は石炭お

よび褐炭による
－世界の確認埋蔵量の約14％を有す

◆鉄鉱石
－生産量の9割が輸出向け
－鉄鉱石の輸出量は世界1位

◆その他
－石油、天然ガスの他、非鉄金属 (銅、

亜鉛、鉛、金、ニッケル、アルミ
等)も生産

◆金融・保険
－銀行、ノンバンク、保険会社、証

 券会社、資産運用会社など
◆建設・不動産

－自己居住用および投資向けの住宅価
   格は上昇傾向

◆情報通信
－移動通信サービス、インターネット

サービスの利用拡大が進む

✓ 資源分野が豪州の経済成長を牽引し
てきたが、資源価格の変動に加え、
金融機関による石炭事業への融資厳
格化により資源ブームに陰りも

✓ 一方で再生可能エネルギー分野は成
長が続いており、政府の気候温暖化
対策や公的支援からの強い後押しに
より更なる拡大が見込まれる

✓ 海外からの観光客や留学者数が増加。
小売、宿泊、飲食施設などの売上が
拡大

✓ 高い購買力や人口増加率を背景に、
海外からのサービス分野への投資も
増加傾向

✓ 住宅市場は金利引き上げ等で下落を
見せるも、人口増加に伴い再度の成
長が見込まれる

（出所） 各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅰ－５】経済情勢
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オーストラリア名目GDP (10億USD) (予測値) オーストラリア実質GDP成長率 (%)

名目GDPおよび実質GDP成長率推移

(出所)IMF “World Economic Outlook Database”よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

◼ 2000年代は中国を中心とする新興国における旺盛な資源需要を背景に、景気が急速に拡大。実質GDPは1991年か
ら2019年にかけて28年連続プラス成長（世界最長）を維持してきたが、新型コロナウイルスの影響等により2020
年はマイナス成長に転換

◼ 2021年は政府による経済支援策や経済活動の再開などにより成長率がプラスに転じ、2022年以降は安定した経済
状況を維持している。しかし、今後はサービス産業を除き一部業界（主に第一次、第二次産業）における労働力
不足による経済発展の減速が懸念される
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【Ⅰ－６】政治情勢

直近の政権推移

◼ オーストラリアの連邦議会は上下院の二院制を採用。上院議員の任期は6年間で3年ごとに半数を改選、下院議員
の任期は3年間。保守連合（自由党、国民党）と労働党の2大政党が政権を争う構造

◼ 2022年5月から発足したアルバニージー労働党政権は、温室効果ガス新中期削減目標値の法制化や、労使関係制度
の大幅な改革法案の成立などが評価され、2025年5月総選挙においても勝利

◼ 連邦政府と州政府は基本的に対等な関係であるとされており、連邦政府の権限は憲法上、外交・国防・貿易・移
民等に限定され、その他は広く州政府に委ねられている。しかし近年、連邦政府の行政分野が教育、社会福祉、
運輸等の基本的には州政府が行う分野へも拡大してきている

第一期アルバニージー政権（2022年－2025年）の主な政策

（出所）オーストラリア連邦議会、各種報道よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

政策分野 政策詳細内容

経済
✓ 移民プログラムの見直し
✓ 住宅建築基金を設立、100万軒新築住宅をめざす

産業

✓ 国家再建築基金を設立し、7つの優先分野（資源、農業・林業・
漁業、交通、メディカルサイエンス、再生可能エネルギー・低
排出技術、防衛、工学・データサイエンス・ソフトウェア開
発）へ150億豪ドルを投資

✓ 製造業の高度化をめざすための助成金を通じ、各地方のプロ
ジェクトを支援

労働関係 ✓ フェアワーク法の改正

気候変動 ✓ 2030年までに温室効果ガス排出2005年比43%削減と法制化

外交

✓ ASEAN特使を設置、豪ASEAN貿易・投資の促進
✓ 政府開発援助（ODA）を強化し、太平洋諸島地域と東南アジア

を支援
✓ クアッドの連携、AUKUS等の新たな枠組みの強化

23代首相
ボブ・ホーク
オーストラリア労働党
1983年－1991年

－（26代首相）
ケビン・ラッド
オーストラリア労働党
2013年－2013年

24代首相
ポール・キーティング
オーストラリア労働党
1991年－1996年

28代首相
トニー・アボット
オーストラリア自由党
2013年－2015年

25代首相
ジョン・ハワード
オーストラリア自由党
1996年－2007年

29代首相
マルコム・ターンブル
オーストラリア自由党
2015年－2018年

26代首相
ケビン・ラッド
オーストラリア労働党
2007年－2010年

30代首相
スコット・モリソン
オーストラリア自由党
2018年－2022年

27代首相
ジュリア・ギラード
オーストラリア労働党
2010年－2013年

31代首相
アンソニー・アルバニージー
オーストラリア労働党
2022年－現在

※第二期政権においても継続される予想の政策のみ記載。詳細はP48ご参照
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【Ⅰ－７】経済発展上の課題①～概要

平均年間賃金（2023年）

◼ 他のOECD加盟国と比較しても、賃金は高い水準。そのため、外資企業にとって産業拠点としての魅力は薄いが、
高度人材を武器に研究開発拠点としてのポテンシャルあり

◼ 住宅価格の高騰や金利の上昇を背景に、家計部門の債務は増加。足元金利の安定傾向により、家計債務負担率も
下降傾向がみられるが、なお先進国平均を大きく上回る。家計債務の積み上がりは、今後の個人消費の抑制要因
になるほか、金融政策の柔軟性を損なう要因にもなりうる

（出所）OECDよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

家計債務（対GDP比）

（出所）BIS（国際決済銀行）よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅰ－７】経済発展上の課題②～政策金利と融資残高の動向

単位：十億AUD

(出所)オーストラリア準備銀行より、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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0%

1%

2%

3%
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5%

豪州国内で
は2.85%ま
で利下げす
るとの予測

◼ 近年急激な政策金利の変動がビジネス環境の大きな課題となっている。2020年11月に政策金利は0.1％となりゼロ
金利政策が採られていたが、景気の好転、労働市場の回復に加え、急速な物価上昇への対応するため、2022年5月
以降政策金利は急上昇。2025年2月に利下げが始まったが、引き続き動向に要注目。豪州国内では、世界情勢を踏
まえ、2025年内に2.85%まで利下げするとの予測がみられる

◼ 利上げ進行していた2022-2023年は、利子支出を減らすべく民間では家計債務と企業債務の整理を行う動向が見
られ、融資伸び率は下落。2024年に入り金利動向が安定したため、融資伸び率に回復傾向が示された

（出所）オーストラリア準備銀行、IMFより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

（注）GDP伸び率については実質GDPの変化率を記載
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【Ⅰ－８】経済発展上の強み①～労働人口の推移
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単位：百万AUD

（出所）オーストラリア統計局、世界銀行データより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

(注)雇用者報酬は左軸、雇用者報酬伸び率およびCPI（前年比）は右軸

単位：万人
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オーストラリアの雇用者報酬およびCPI総人口と労働力人口の推移

◼ 移民の受け入れを積極的に行っており、先進国でありながら生産年齢（15～64歳）人口の見通しは引き続き良好。
先進国の中でも高い人口増加率を維持しており、移民の経済成長への寄与は大きい

◼ 金融引き締め政策が奏功し、足元CPIは豪州準備銀行の目標レンジ内に近く、雇用者報酬の伸び率も安定したもの
の、今後の動向に引き続き要注意
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【Ⅰ－８】経済発展上の強み②～政府の財政状況（政府債務・財政収支）

（出所）IMF、オーストラリア財務省データより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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◼ 豪州政府の財政の健全性や社会の安定性はビジネス環境を評価するにあたり大きな強みとなっている。2024年政
府債務残高対GDP比率は49%であり、安定した水準を維持しており、OECD加盟国の平均値である79.3%を下回る。
財政収支比率は-1.7%と赤字であるものの、赤字幅は先進国の中でも低水準である。その他に、シンプルな法人設
立プロセスや信用供与プロセス、洗練されたインフラなどが世界的に高く評価されている

◼ 2024年、オーストラリア政府支出合計約6,359億豪ドル。経常移転のうち各種助成金と、経常支出のうち各種社会
保障関係支出が大きな割合を占めており、社会保障の充実さが窺える

総額:
AUD6,359億
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【Ⅰ－９】直接投資動向①～世界からの投資

世界からの直接投資フロー（国別推移） 対内直接投資残高（業種別内訳、2023年）

◼ 2023年の対内直接投資額（フローベース）は約450億豪ドル。海外からの直接投資が活況で、うちアメリカから
の投資額が最大であり、総額358億豪ドル。イギリス（218億豪ドル）が続く

◼ 分野別直接投資（残高ベース）の推移をみると、鉱業が高いウエイトを占める中、直近では不動産や金融・保険
業が拡大。また、政府が先端技術産業の発展を積極的に推進しているため、関連業界の投資も増加

（出所）オーストラリア統計局よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成
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【Ⅰ－９】直接投資動向②～日本からの投資

日本からの直接投資フローの推移 日本からの対外投資残高（業種別内訳、2023年）

◼ 日本からの直接投資フローは、大型M&A案件や投資引き揚げに応じて増減。2024年は、日系企業の積極的な鉱
業・エネルギー関連業界への投資に加え、通信業での大口M&Aがあり（日系企業による現地PCB設計会社の買
収）、合計は1兆9,079億円となった

◼ 投資残高を業種別に比較すると、豪州の豊富な鉱物資源は日本投資家からも注目されており、鉱業が46％と最も
ウエイトが高い。現地産食料のクオリティの高さが評価され続けているため、2010年代に食料品製造の投資事例
は多く見られたが、近年は現地コストの高水準化により投資事例が減少傾向

（注）国際収支関連統計の基準変更により 2013年以前と2014年以降のデータに連続性はない
（出所）日本銀行「国際収支統計」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成
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【Ⅰ－１０】サプライチェーンの動向（現地での原材料・部品の調達について）

（出所）JETRO 海外進出日系企業実態調査より
みずほ銀行国際戦略情報部作成

（出所） UN Comtradeより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
（注） 部素材の定義はRIETI-TIDに従う。また、「台湾」は「その他アジア」を集計してお

り、UN Comtradeデータセット上他の国・地域に分類されない

◼ 製造コストが高水準であることから、原料調達の際は現地調達よりコストの低いASEANから輸入する業者が増え
ている。現地から調達するものは、主に各種レアメタルと現地の農作品・乳製品・食肉など

◼ 部素材の主な海外調達先は、物理的に近いASEAN各国と中国。豪中摩擦中は両国間の貿易動向に停滞の影が見ら
れたが、足元関係性の改善に向け貿易関係も正常化している

日系進出企業（製造業）の原材料・部品の現調比率 豪州の部素材の調達先（輸入の国・地域別割合）
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【Ⅰ－１１】投資先としてのポテンシャル総括

21

◼ 整備されたインフラ、購買力の高い消費市場や高い人口増加率など魅力は多数

◼ 一方、高コスト体質であることや国内市場が小規模であること等が、事業を行ううえでのハードルに

ビジネスしやすい環境・
公用語が英語

整備されたインフラ

購買力の高い消費市場

高コスト（人件費・地価）

インフレ率の高進

小規模な国内市場

資源動向に左右されやすい
産業体質

投資における魅力

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

高い人口増加率・
長期安定成長が見込まれる

投資における留意点（課題）
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Ⅰ. 基礎情報

Ⅱ. 投資関連情報

Ⅲ. 拠点設立

Ⅳ.各種規制・恩典・参考情報

Ⅴ.その他
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【Ⅱ－１】労働関連情報①～ビザ、雇用関連規制

◼ 旧労働党政権時代に制定された労働者寄りの労働法制であり、オーストラリアで事業を行う企業は留意が必要

◼ これまでのTemporary Skill Shortage（TSS）ビザに代わり、2024年12月7日からSkill in Demand（SID）ビザへ
と変更された

Skill in Demand（SID）ビザ

（出所）各種資料、JETRO等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

現地における雇用・解雇規制

Core Skills 
stream

Specialist Skills stream
Labour agreement 
stream

ビザ期限 4年

ビザ更新 可能

対象職業
コア・スキル職業
リスト（CSOL）
に掲載された職種

オーストラリア職業基
準分類（OSCA）にリス
トされている職業

連邦政府と雇用主の企
業の合意（Labour 
Agreement）によって
規定される、転職不可

英語要件*
IELTS平均バンドスコア5以上かつ、各科
目も5以上

別途英語要件あり、
Labour Agreementに織
り込まれる

賃金要件

あり（2024年12
月7日から2025年
6月30日まで申請
の場合、73,150豪
ドル以上）

あり（2024年12月7日
から2025年6月30日ま
で申請の場合、135,000
豪ドル以上）

一般的な労働賃金要件

永住への切替 要件満たせば可能

ビザ申請料金 3,115豪ドル以上

Core Skills stream、Specialist Skills streamの共通要件
✓ 申請者の特定の職種で1年以上の職務経験
✓ 労働市場テスト義務（国際貿易義務（ITOs）等で免除される場合を除く）
✓ オーストラリア人労働者を雇用差別していない「無差別雇用テスト」義務
✓ 「スキリング・オーストラリアンズ・ファンド」への拠出金の支払義務

✓ 売上1,000万豪ドル未満 ：年間1,200豪ドル
✓ 売上1,000万豪ドル以上 ：年間1,800豪ドル

＊基本給与が96,400豪ドル以上で、かつ申請者が海外から豪州国内のグループ企業(支店、現地法
人や関連会社)に異動する場合は英語要件免除が可能（Labour agreement stream除く）

✓ オーストラリアの労働関連制度は公正労働システムと
呼ばれ、フェアワーク法(2009年3月成立、2010年1月
施行)が基本法となっており、2024年2月に改正法が制
定された

✓ 改正法の主要な内容は、「つながらない権利（right to 
disconnect）」の導入（拒否が不当なものでない限り、
被用者が勤務時間外に、雇用者や第三者から業務上の
接触・接触の試みを拒否できる権利）、臨時雇用被用
者の定義の変更、臨時雇用から正規雇用への転換など

✓ 雇用方法は新聞広告での一般公募や人材派遣会社への
依頼等。要求する能力、体力以外は選考対象にできず、
性別、年齢、人種、ハンディキャップの有無、学歴等
は一切問えない

✓ 労働者には基本的な労働条件として全国雇用基準
(National Employment Standards)が保障されている

✓ 従業員の解雇に際し、雇用主は従業員の勤務期間に応
じ、解雇前の所定の期間までに書面により通知を行う
必要があるが、通知に代えて、通知期間の給与相当額
を支払うこともできる

✓ 雇用者の都合や倒産により解雇する場合は、従業員に
は解雇手当を受ける権利がある

フェアワーク法

雇用・解雇規制
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【Ⅱ－１】労働関連情報②～労働コスト

(出所）JETRO資料より  みずほ銀行国際戦略情報部作成

調査期間：香港、台湾、韓国、中国は2023年9月、東京は2024年8月～10月
その他の国は2024年10月～11月 ※通貨は米ドル

国・地域名 日本 中国 香港 台湾 韓国 シンガポール マレーシア オーストラリア

都市名 東京 上海 深セン 香港 台北 ソウル シンガポール クアラルンプール シドニー

製
造
業

作業員賃金(一般工職) 2,024 832 415 2,138 1,212 2,426 2,195 490 4,472

エンジニア賃金 2,636 1,434 519 3,536 1,586 2,745 3,108 917 6,090

マネージャー賃金 4,221 2,217 1,036 4,889 2,264 3,678 4,909 1,773 7,685

非
製
造
業

スタッフ賃金(一般職) 2,050 1,291 1,024 2,639 1,490 2,181 3,094 1,023 4,567

マネージャー賃金 3,838 2,625 1,987 4,556 2,479 3,533 5,585 2,179 7,481

店舗スタッフ賃金(アパ
レル)

2,784 ― 1,450 1,702 1,068 2,933 1,638 754 4,367

店舗スタッフ賃金(飲食) 2,286 ― 721 2,005 996 1,887 1,404 530 4,266

法定最低賃金 7.95/時 375/月 329/月 5.1/時
828/月

（または5.52/時）
1,564/月 ― 408/月

2,750/月
（または16.7/時）

賞与支給額
(固定賞与 + 変動賞与)

4.63ヵ月分 2.24ヵ月分 1.54ヵ月分 1.90ヵ月分 3.34ヵ月分 2.55ヵ月分 2.32ヵ月分 2.08ヵ月分 1.06ヵ月分

社会保障負担率
(雇用者負担)

13.202%～25.252% 32.66～36.02% 19.74～33.49%

①5%
月収30,000HKD未満

②1,500HKD
月収30,000HKD以上

13.96% 10.7%～30.1% 17% 14.45～14.95%
11.5%

（2025年7月からは
12%）

名目賃金上昇率
2.5%

(2024年)
6,9%

(2022年)
5.9%

(2022年)
3.0%

(2023年)
1.57%

(2023年1～7月)
5.07%

(2022年)
5.2%

(2023年)

5.88%(管理職)
5.56%(非管理職)

(2023年)

4.1%
(2024年)

国・地域名 インドネシア フィリピン ベトナム カンボジア タイ ミャンマー インド

都市名 ジャカルタ マニラ ハノイ ホーチミン プノンペン バンコク ヤンゴン ニューデリー ムンバイ

製
造
業

作業員賃金(一般工職) 475 314 278 329 243 437 148 448 337

エンジニア賃金 600 478 520 619 453 781 351 673 543

マネージャー賃金 1,295 1,042 1,121 1,215 1,049 1,622 713 1,359 1,490

非
製
造
業

スタッフ賃金(一般職) 545 567 797 759 656 844 508 735 696

マネージャー賃金 1,289 1,472 1,688 1,537 1,398 1,709 1,381 1,850 1,777

店舗スタッフ賃金(アパ
レル)

296～395 324 ― 249～322 250～350 386 86~119 178～262 ―

店舗スタッフ賃金(飲食) 296～460 324 ― 237～249 250～500 386
86～110(食・寮支給）
119～143（通勤可能）

178～297 190.3～297.3

法定最低賃金 333/月 10.66～11.31/日 
206/月

（または0.99/時）
206/月

（または0.99/時）
204/月 10.16～11.40/日 2.29/日

215/月(非熟練工)
237/月(準熟練工)
261/月(熟練工)

183/月(非熟練工)
169/月(準熟練工)
156/月(熟練工)

賞与支給額
(固定賞与 + 変動賞与)

2.26ヵ月分 1.84ヵ月分 1.6ヵ月分 1.6ヵ月分 1.08ヵ月分 2.68ヵ月分 1.44ヵ月分 1.08 ヵ月分 1.35 ヵ月分

社会保障負担率
(雇用者負担)

10.24～11.74% 9.5%
21.5%(公的保険料)

17.5%(外国人労働者)
21.5%(公的保険料)

17.5%(外国人労働者)
5.4% 5%

7%(60歳以下)
7.5%(60歳超)

13% 13%

名目賃金上昇率
3.38%

(2024年)
5.74～6.11％

(2024年)
― ― ―

0.45%
(2023年)

―
8.0%

(2023年)
25.0%

(2023年)
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【Ⅱ－２】会計・税務関連情報①

主要な会計制度

（出所）JETRO、連邦政府資料等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

✓ 2005年1月より、すべての企業に対して、オーストラリア
会計基準審議会が作成するオーストラリア版国際会計基準
(A-IFRS)を全面適用している

✓ 上場企業、公開会社および大規模非公開会社*には、ASIC 
(オーストラリア証券投資委員会)への法定財務諸表の提出
および外部監査が義務付けられている

✓ 上場企業は、会計年度終了後3ヵ月以内に株主総会に財務諸
表を提出する事を義務付けられている

✓ 大規模非公開会社および外国法人に支配される小規模非公
開会社は、会計年度終了後4ヵ月以内にASICに財務諸表を
提出する必要がある

✓ 外国法人に支配される小規模非公開会社でかつ大規模会社
のグループに属さない会社は、上記の財務諸表提出や監査
の義務の免除を申請することが可能である

✓ ASICに提出される財務諸表はA-IFRSに基づいて作成されな
くてはならないが、会社の種類により作成する財務諸表の
形態を選ぶことが可能となっている

租税条約の締結状況

2025年6月現在、45ヵ国と租税条約を締結している

主要国との相互税率

国名
課税対象

配当（％） 利子（％） ロイヤルティ（％）

日本 0/5/10/15 (*1) 0/10 (*2) 5

米国 0/5/15 10 5

オランダ 15 10 10

ベトナム 10/15 10 10

中国 15 10 10

韓国 15 15 15

インド 15 15 10/15

ニュージーランド 0/5/15 5/10 5

カナダ 5/15 10 10

メキシコ 0/15 10/15 10

ロシア 5/15 10 10

ドイツ 0/5/15 10 10

フィンランド 0/5/15 0/10 5

ベルギー 15 10 10

フランス 0/10/15 0/10 5

英国 0/5/15 0/10 5

アイルランド 15 10 10

アルゼンチン 10/15 12 10/15

(*1) オーストラリアから日本への配当支払い
0％：持分80％以上を12ヵ月以上直接保有かつその他一定の要件を満たす場合
5％：持分10％以上を直接保有の場合
15％：不動産投資信託からの配当の場合
10％：上記以外の場合

(*2)オーストラリアから日本への利子支払い
0％：金融機関等に対する支払の場合
10％：左記以外のすべての場合

(注) オーストラリア居住法人が非居住者に支払う適格配当（オーストラリアの
法人所得税が支払われた税引後利益を原資とする配当：Franked dividend）に
ついては、配当源泉税は非課税扱いとなる

＊「大規模非公開会社」とは、
a.売上2,500万豪ドル以上
b.総資産1,250万豪ドル以上
c.従業員50人以上

   の3つのうち2つ以上の条件を満たした会社を指す。              
なお、これは連結ベースであり、さらに同一の外国親会社に支配さ
れるオーストラリア国内の姉妹会社がある場合には、これらの会社
も合算したベースで判断される
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【Ⅱ－２】会計・税務関連情報②～主な税制度

（出所）JETRO、各種資料等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

連邦

10％

小規模企業(*)25%、その他企業30％

国民皆保険制度「メディケア」の財源として、課税所得の2％を徴収

雇用主が従業員に対して提供する現金給与以外の経済的利益（社用
車、経費支払、無利子・低利子ローンなど）に適用 税率47％

居住者 ： 0～45％
非居住者： 30～45％

雇用主が従業員に対して支払う給与に適用
税率4.75～6.85％
（2025年6月現在の税率。州・特別地域ごとに異なる）

州により税率は異なる

州 ・
特別地域

消費税（GST）

所得税

メディケア税※

フリンジ・ベネフィット税※

法人税

個人所得税

（個人に対する課税）

給与税

印紙税

土地

保有税

資産保有税として土地所有者に課される。税率は州ごとに異なる

品目により税率は異なる
課税基準は関税課税価額（ほとんどの場合はFOB価格と同額）

関税

30％（*) （非居住者は課税対象となるオーストラリア資産から生
じたキャピタルゲインに対してのみ課税）

キャピタルゲイン課税

地方政府の唯一の財源。税率は地方ごとに異なる地方

州土地税

地方土地税

（レイト）

*) 年間売上高1,000万
豪ドル未満の小規模事業
者について、法人税率・
キャピタルゲイン税率は
27.5％
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【Ⅱ－３】金融関連情報①

現地金融関連動向

（出所）金融庁プレスリリース、各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

✓ 1945年前から営業を行っていたのは、パリ国立銀行、
ニュージーランド銀行、中国銀行であったが、1985年に
現地法人形態での参入、1992年には支店形態での参入が
認められた

✓ 現在は外銀現地法人、支店を含め58行（2024年3月時点）
がオーストラリアで拠点を持つ

✓ 外国銀行の支店が個人預金を預かる場合に制限があり、
ホールセール型での進出が太宗

✓ また2009年には日豪租税条約改正により、銀行間利子に
かかる源泉税が免除されている

金融セクターの監督官庁

✓ オーストラリアでは、様々な国内外の金融機関が幅広い金
融サービスを提供している

✓ オーストラリアの金融セクターは、オーストラリア金融庁、
(Australian Prudential Regulation Authority：APRA)、
オーストラリア連邦準備銀行(Reserve Bank of Australia)、
およびオーストラリア証券投資委員会(Australian 
Securities & Investments Commission：ASIC)の監督下に
ある

オーストラリア金融庁(APRA)
あらゆる銀行、保険会社、退職年金基金、信用組合、共済組
合、住宅金融組合に対する健全性規制を担当。また、登録さ
れている金融機関業、オーストラリア金融庁の監督下にある
事業体、公認預金受入機関(Authorized Deposit-Taking 
Institutions：ADI)の子会社、その他から統計データを収集す
る責務も負う

オーストラリア連邦準備銀行（RBA)
オーストラリアの金融システム全体の安定性、支払システム
の監督および金融政策に対する責務を負う

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)
銀行、金融会社、投資銀行、住宅金融組合、信用組合、共済
組合、退職年金投資家、退職貯蓄勘定、一般保険商品、生命
保険商品に関し、金融サービス事業者の規制、消費者保護お
よび金融市場の統合性と機能に対する責務を負う

外国銀行参入の動き

✓ 2016年8月、日本の金融庁とオーストラリア健全性規制庁
(APRA)は銀行監督協力に係る書簡を交換。両国における
金融システムおよび互いの地域において活動する銀行の
財務の健全性を確保するため、両当局の連携を強化、促
進する

✓ 2017年7月、日本の金融庁とオーストラリア証券投資委員
会(ASIC)は日豪における金融サービスのイノベーション
を促進するための協力枠組みの構築を発表した。互いに
革新的なフィンテック企業を紹介し、金融庁FinTechサ
ポートデスクとASICイノベーション・ハブに対し、紹介
した企業へのアドバイスとサポートを行うことが可能と
なる

日豪間協力の取り組み
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【Ⅱ－３】金融関連情報②～銀行

◼ 現在の発券銀行はオーストラリア中銀のみであるが、下記四大銀行は国内金融セクターを大きく支え、同国の全
銀行総資産の8割を占めている。またオーストラリア銀行業の健全性を維持すべく、オーストラリア中銀は下記の
銀行間での合併を政策（四大銀行政策、Four pillars policy）で禁止している

四大銀行政策

Australia and New Zealand Banking Group

 (ANZ)

Commonwealth Bank of Australia

(CBA)

National Australia Bank

(NAB)

Westpac Group

（出所）JETRO 、各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅲ－１】進出形態(1/2)

オーストラリアでのビジネスの主な事業形態

（出所）JETRO、 各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

現地法人
（豪州法人と
同様の扱い）

支店

駐在員事務所

その他の事業形態

有限責任株式会社

有限責任保証会社

無限責任株式会社

無責任会社

最も一般的な会社形態。公開会社と非公開会社に分類される

＜公開会社と非公開会社の主な違い＞

資金調達手段として株式発行は不可。寄付金や補助金、遺贈等の手段が用いら
れる（例：非営利団体、相互保険会社など）

会社清算時の会社債務に対する株主の責任範囲に上限なし。現在はほとんど存
在しない

オーストラリア特有の会社形態。鉱業を唯一の事業とする会社のみ選択可能

外国法人としてASIC（オーストラリア証券投資委員会）に登録する

現地での活動が市場調査や連絡活動に限定される場合に選択可能

⚫ ジョイント・ベンチャー
⚫ パートナーシップ
⚫ トラスト
⚫ 個人事業

項目 公開会社 非公開会社

株主数 5名以上無制限 50名以下

取締役数（内、居住者） 8名以上（2名以上） 1名以上（1名以上）

株式および社債の公募 可 不可

社名 「Limited」「Ltd」 「Proprietary Limited」
「Pty Ltd」
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【Ⅲ－１】進出形態(2/2)

現地法人（非公開会社の場合） 支店 駐在員事務所

会社法上の責任
有限責任
（資本の額までに限定）

無限責任
（親会社に及ぶ）

なし（会社法上の届出不
要）

設立に必要な期間
ASICへの登記は申請後24時間以内に完了
その後オーストラリア税務当局(ATO)への
税務登録に2～3週間所要

ASICへの登記は申請後
最長28日間かかる場合がある、
その後ATOへの税務登録に2～3週間所要

最低資本金 規制なし (実務上は1株=1豪ドル)

取締役 最低１名のオーストラリア居住者
現地での役員は特に必要ないが、
現地代理人の任命が必要

設立時の定款 独自の定款
日本の親会社の会社登録書類および定款を
英訳し、全役員の詳細をASICへ登録

年次登録手続き
毎年1回、ASICから年次報告書が送られ、
登記内容の確認また会社支払義務に関して
取締役の制約を行う

毎年1回、親会社の決算報告書（英訳）を
ASICに提出

決算・監査

会社の規模が一定の条件を満たす場合、
監査および法定財務諸表の提出が必要
（小規模非公開会社は原則不要だが、
初年度に免除申請が必要）

上記の親会社決算報告書の提出以外、
特に必要なし

登録事項の変更
ASICへの通知要
（現地法人の登記事項変更の場合のみ）

ASICへの通知要
（本店の登記事項変更の都度）

法人税率 30％ 現地法人と同じ

不動産取得可否

外資による都市部不動産取得は、
不動産種類によりFIRB(*)の審査を
受けるものと審査が免除されるものに
分類される

現地法人と同じ

(*) FIRB (Foreign Investment Review Board) : 外国投資審査委員会

情報収集、本社との
連絡等を事業目的とし、
営業活動は不可

（出所）JETRO、 各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅲ－２】拠点設立フロー①～現地法人

ASIC :オーストラリア証券投資委員会
  (Australian Securities and Investments Commission)

ACN  : オーストラリア企業番号(Australian Company Number)
ATO  : オーストラリア税務当局(Australian Taxation Office)
ABN  : オーストラリア事業番号(Australian Business Number)
TFN  :  税届出番号(Tax File Number)
GST  : 物品サービス税(Goods and Services Tax)

スポンサーシップ申請

ビザ

登録住所*の決定

法人名称**/資本金/取締役等の決定
各種書類準備

ASICへ登記申請/ACN取得

口座開設

ビザスポンサーシップ取得

ABN/TFN/GST等取得申請
税務責任者Public Officerの届け出

ビザノミネーション等申請

*物理的な拠点設置が間に合わない場合は、代行機関へ一時的に
Registered Officeを依頼することは可能

**既に登録されたあるいは予約されている同一名称は不可。
会社は設立時に最低１株を発行する必要がある。実務上の最低資本金は
1豪ドル

会社として設立完了

現地法人設立までの一般的な流れ

ATOへの税務登録

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅲ－２】拠点設立フロー②～支店

ASIC :オーストラリア証券投資委員会
  (Australian Securities and Investments Commission)

ARBN:オーストラリア登録団体番号（Australian Registered Body Number）
ATO  : オーストラリア税務当局(Australian Taxation Office)
ABN  : オーストラリア事業番号(Australian Business Number)
TFN  :  税届出番号(Tax File Number)
GST  : 物品サービス税(Goods and Services Tax)

スポンサーシップ申請

ビザ

登録住所*の決定

ASICへ登記申請/ARBN取得

口座開設

ビザスポンサーシップ取得

ABN/TFN/GST等取得申請
税務責任者Public Officerの届け出

ビザノミネーション等申請

*物理的な拠点設置が間に合わない場合は、代行機関へ一時的に
Registered Officeを依頼することは可能

支店として登記完了

支店登記までの一般的な流れ

ATOへの税務登録

法人名称**の決定/各種書類準備 **既に登録されたあるいは予約されている同一名称は不可

(注)現地法人と比較して支店登記のケースは
ASICの手続きに時間がかかることに留意

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅲ－３】現地費用

項目 米ドル 項目 米ドル

賃
料

工業団地(土地)購入価格(㎡当たり) 3,967

公
共
料
金

業務用電気料金
(下段：kWh当たり料金*1)

月額基本料 56

(1)0.53、(2)0.21、(3)0.26
工業団地借料(㎡当たり、月額） 22

一般用電気料金
(下段：kWh当たり料金*2)

月額基本料 24
事務所賃料(㎡当たり、月額） 77

(1)0.45、(2)0.19、(3)0.24
店舗スペース賃料(㎡当たり、月額）

※市内中心部
167～1,432

業務用水道料金
(下段：㎥当たり料金)

月額基本料 3.9～3,512

駐在員用住宅借上料(月額) 4,653 1.85

輸
送

40ftコンテナ対日輸出（汎用・背高) 1,000 一般用水道料金
(下段：㎥当たり料金)

月額基本料 3.9～31.9

1.85
40ftコンテナ第三国輸出（汎用・背高)

（第三国例：米国）
2,458

業務用ガス料金
(下段：MJ当たり)

月額基本料 20

40ftコンテナ対日輸入（汎用・背高) 3,400 0.02～0.04

レギュラーガソリン価格
（1リットル当たり）

1.25
一般用ガス料金

(下段：MJ当たり)

月額基本料 19

軽油価格（1リットル当たり） 1.21 0.02～0.04

＊1…（1）ピーク：平日14～20時（夏季）、平日14時～20時（冬季）
     （2）オフピーク：22時～7時（季節によらず）、週末全日

     （3）ショルダー：それ以外

◼ シドニーにおける一般的な現地費用水準は以下の通り

調査実施時期：2024年10月1日～2024年12月1日

（出所）JETROよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

＊2…（1）ピーク：週末14～20時（夏季）、週末17時～21時（冬季）
     （2）オフピーク：22時～7時（春季、秋季）

     （3）ショルダー：それ以外
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【Ⅲ－４】口座開設

◼ ビジネス開始にあたり、ビジネス用口座を設立する必要がある（口座の種類は日本と大きく変わらず、普通預金
口座・定期口座などがある）。銀行口座開設に必要な書類は以下の通り。なお、銀行により異なる場合があるた
め、事前に口座を開設する銀行に直接確認することが必要

一般的な口座開設必要書類

✓申込書類には取締役2名の署名が必要。必ずしも居住取締役の署名が必要で
はなく、2名とも非居住取締役でも可能

1. Certificate of Incorporation (会社設立証明書)

2. Opening of Account Form (口座開設申込書)

3. Personal identification documents (本人確認資料)

4. ASIC Extract (登記簿謄本)

（出所）オーストラリア貿易投資促進庁、オーストラリア証券投資委員会より、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅲ－５】撤退

1. 取締役会が会社に債務返済能力があることを書面で宣言

2. 株主総会の特別決議により清算を決議
➢ 決議から7日以内にASICに通知
➢ 決議から21日以内に官報に掲載

3. 任意清算手続開始
➢ 株主総会決議により清算人を選任(選任から14日以内に

ASICに通知)
➢ 会社の業務が完全に整理された後、清算人は、速やか

に清算作業の実施方法および会社資産の処分方法を記
載した説明書を作成

➢ 清算人は、説明書記載事項を説明する目的で株主総会
を開催（開催予定日の1ヵ月以上前に開催予定日時、場
所および目的を官報に掲載)

➢ 清算人は、株主総会開催後7日以内に法定の書式による
報告書および説明書の写しをASICに提出

4. ASICにより会社登録抹消
➢ ASICは清算人から報告書を受領した後3ヵ月以内に会

社登録を抹消

◼ 会社撤退に関する一般的な手続方法は以下の通り

◼ なお、実際の手続きは個々のケースにより異なる場合があるため、現地会計事務所等に確認が必要

ASICにおける規定

（出所）JETRO 、各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

会社法上の規定

• 株主全員が登録抹消に同意すること
• 会社が事業を行っていないこと
• 会社の資産価値が1,000豪ドル以下であること
• 会社法に基づいた費用および罰金が全て支払われていること
• 会社に債務および負債がないこと
• 会社が係争案件の当時者でないこと

✓ なお、下記の要件をすべて満たした場合は、清算手続きを
経ずに、法定の申請書を手数料とともにASICに提出するこ
とで、任意に会社登録を抹消することができる

✓ 負債の支払いが可能な会社を清算する場合、ASIC (オース
トラリア証券投資委員会)が定めた手順は以下の通り

1. 統制の取れた形で会社の課題を整理する
2. 会社の資産を処理する作業を管理するため清算人を任命する
3. 事業を停止または売却する
4. 債務がある場合は返済する
5. 資産がある場合は会社所有者の間で分配する

✓ 会社法にて定められている、会社に債務返済能力がある
場合の会社清算の手順は以下の通り
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【Ⅳ－１】外資規制①～事業への投資

◼ オーストラリア政府は、基本的にすべての業種の外国企業による投資を歓迎

◼ 大部分の産業に対する小規模な外資による買収は報告義務が免除されており、多額な投資案件については外国投
資審査委員会（FIRB）による個別審査が行われるものの、国益に反しない限り認可される認識

◼ 重要分野に指定される一部産業については、別途ガイドラインが設けられているが、それ以外の産業では外資に
対するネガティブリストがなく、特段の規制もない

（出所）JETRO、各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

産業別ガイドライン

業種 ガイドライン内容

1. 銀行業
外資銀行が営業を行うには、オーストラリアでの運営と本店での管理体制が十分に安定しているとオーストラ
リア金融庁（APRA）に認められ、APRAの健全経営規則に従うことへの同意が必要

2. 民間航空業
• 国内線： （国益に反しない限り）国内線運行企業(カンタス航空以外)の外資による100％取得が可能
• 国際線： （国益に反しない限り）外資による国際線運航企業の所有は49％まで可能

3. 空港運営業
• 政府より売却された空港の外資所有率は49％が上限、航空会社による外資所有率は5％が上限
• 「シドニーとメルボルン」、「シドニーとブリスベン」および「シドニーとパース」の各空港会社の株式持

合に一定の制限あり

4. 海運業
株式の過半数がオーストラリア企業により所有されなければならない（オーストラリアの海運業者により用船
契約される船舶を除く）

5. メディア関連 メディア関連業の株式5％以上の買収は、外国投資審査委員会（FIRB）の事前認可が必要

6. 通信業 Telstra社の外国人の合計所有は35％が上限、単独では5％が上限

7. 農林水産業 オーストラリアの国益に反しないか否か等について、一定の評価プロセスを経る必要あり
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【Ⅳ－１】外資規制②～不動産、農地

（出所）FIRB、JETROよりみずほ銀行国際戦略情報部作成

◼ 外資による不動産所有に関しては、大半の場合で外国投資審査委員会（FIRB）の事前認可が必要

外資規制（不動産、農地）

【金額にかかわらずFIRBの事前認可が必要】
✓ 住居用不動産
✓ 空き地
✓ 国家安全保障に関する土地（国防軍の施設、諜報機関に関連する土地等） 

【金額に応じてFIRBの事前認可が必要】
✓ 開発された商業用不動産で、2億8,100万豪ドル(センシティブ分野の企業の土地(*1)場合は6,100万豪ドル)以上の投資(*1)

 (注)例外として、日本を含む指定国・地域の投資家（*2）には12億1,600万豪ドルの基準額が適用される
（センシティブな土地かどうかに関わらない）

✓ 農地については、FTA締結国ではチリ、ニュージーランド、米国の投資家は12億1,600万豪ドル、それ以外の国は累計1,500万豪ドル以
上の投資

✓ 鉱山作業場などについては、チリ、ニュージーランド、米国の投資家は12億1,600万豪ドル以上、それ以外の国はすべての投資

 (*1) メディア、通信、運輸、国防関連、暗号・セキュリティー技術、ウランまたはプルトニウムの抽出、原子力施設の運営等を含む
 (*2) チリ、中国、香港、日本、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、韓国、CPTPP発効国

【その他：非居住外国人に対する制限】
✓ 居住者でない外国人が、投資を目的とした中古物件を購入することは原則不可
✓ 新築物件を購入した際は政府への申請が必要。空き地を購入した際は、政府への申請を行い4年以内に建設を終了する必要あり



Strictly Confidential

© 2025 Mizuho Bank, Ltd. 40

【Ⅳ－２】投資誘致(1/2)

（出所）JETRO、オーストラリア連邦政府各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

◼ オーストラリアは外資からの投資を歓迎しており、近年はイノベーションやグリーンエネルギー関連産業におけ
る投資奨励策も打ち出している

種類 優遇措置名 内容

課
税
減
免

ベンチャーキャピタル株式会社
パートナーシッププログラム

ベンチャーキャピタル産業を活性化させることを目的に、総資産2億5,000万豪ドル（Early Venture 
Capitalの場合は5,000万豪ドル）以下のオーストラリア企業に1,000万豪ドル以上出資する外国人投資
家に対し、キャピタルゲイン課税を免除

エンジェル投資家に対する
税制優遇措置

認定されたスタートアップ企業へ出資した投資家は、20％の税額控除（上限20万豪ドル）に加え、出
資が12ヵ月以上10年以内継続した場合、キャピタルゲイン課税を免除

R&D税務優遇制度
適格研究開発費用に対し、一定のパーセンテージの還付可能税額控除が与えられる。年間売上高が
2,000万豪ドル未満の会社については法人税＋18.5%、2,000万豪ドル以上の場合は別途算出、最大法
人税＋16.5%（※2025年7月以降、ギャンブル・タバコ関連の研究開発は適用対象外となる）

パテント・ボックス制度
2022年7月以降、医療およびバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対し17％の優遇税率
が適用される（今後再生可能エネルギー分野への制度の拡大の可能性あり）

デジタルゲーム税控除
2022年7月以降、デジタルゲーム開発に50万豪ドル以上支出した業者に30％のデジタルゲーム税控除
が適用される。但しギャンブル性のあるゲーム、または評価基準を満たさないゲームは対象外

フ
ァ
ン
ド
・
助
成
金

再生可能エネルギー研究・

開発支援策：

気候変動対策ファンド 

2019年2月に設立し、2015年に設立された温室ガス排出削減ファンドと合わせて合計45億5,000万豪
ドルの投資額を計上。農業生産者や企業、先住民の地域社会にとって有益な温室効果ガス削減プロ
ジェクトに投資する

国家水素戦略関連助成金
2024年5月に発表した連邦政府予算では、再エネ水素製造産業推進策の「Hydrogen Headstart
Program」の第2弾として最大20億豪ドルの助成金枠を設立

産業成長プログラム
オーストラリア国内の製造業を支援するために設立された合計4億豪ドルの助成金枠組み。ロボット
工学、医療製造業、防衛などの産業を中心に支援している

連邦政府の主な投資奨励策
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【Ⅳ－２】投資誘致(2/2)

◼ 連邦政府の投資奨励策以外に、各州も独自の投資優遇施策を掲げている。またサステナブルな取り組みを推進す
るための投資奨励策も多く見られる

◼ 日系企業の投資を誘致するために、各州政府は積極的にサポートを行っている

各州政府の主な投資奨励策 

地域 優遇措置名 内容

NSW州
Net Zero Manufacturing 

Initiative
クリーンテクノロジー産業推進のための助成金（補助金額レンジなし）（2025年6月現時点、

一時的に申込の受付を停止中）

VIC州
Equity Investment Attraction 

Fund

2022年7月に開始された、5つの優先分野（医療とライフサイエンス、農産食品、精密製造
業、クリーンエネルギー、デジタルテクノロジー）の企業を対象とした、ビクトリア州政
府の投資事業

QLD州
Industry Partnership 

Program QLD
QLD州新産業開発戦略に沿った産業開発、サプライチェーン開発、雇用創出を促進するた
めに設立された民間セクター投資向けの補助金

WA州
Investment Attraction Fund 

focused on New Energies 
Industries

2023年11月に発表され、合計AUD60Mの補助金。WA州における革新的なクリーンエネル
ギープロジェクトの実施を支援し、1プロジェクト当たり最大AUD15Mを拠出（2025年6月
現時点、一時的に申込の受付を停止中）

（注）表中の英語名称は次の通り：ニューサウスウェールズ州（NSW：New South Wales）、クイーンズランド州（QLD：Queensland）、
ビクトリア州（VIC：Victoria）、西オーストラリア州（WA：Western Australia）

（出所）各州政府ウェブサイト、JETRO等よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅳ－３】会社法関連

◼ オーストラリアの会社に関する法的事項は、2001年に連邦議会が制定した「2001年連邦会社法」にておおむね定
められている

会社法の位置付け

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

主要関連規定

✓ 会社の設立、組織、運営および管理に関する事項のみ
ならず、日本法における金融商品取引法の分野(証券
の発行・開示規制、公開買付規制、金融取引業規制、
インサイダー取引規制等) および破産法・民事再生法
の分野(会社の破産・再生手続) についても規定

✓ 会社法(制定法)の規定がない事項については、コモ
ン・ロー(判例法)がそれを補う形で適用される

✓ 連邦法であり、オーストラリア全土に等しく適用され
る

✓ またオーストラリアでは、会社法およびその他の議会
制定法のほか、制定法に基づき各種行政機関が制定す
る規則やガイドラインが会社の活動を規制している
(例) 会社法規則、ASIC規制ガイド、ASICクラス・
オーダー、ASX上場規則 等

取締役の定義(会社法第9条)
• 取締役(director)に選任された者
• 代理取締役(alternate director)に選任され、その場で行動する者
• 正式に取締役に選任されていないが、取締役と同様の行為を行う者

(「事実上の取締役」 - de facto director)
• 正式に取締役に選任されていないが、その指示や意思に従って取締役

会が習慣的に従う者(「影の取締役」 - shadow director)
(注1)肩書きよりも実質的な行動や影響力により取締役か否か判断
(注2)取締役は、会社法上とコモン・ロー上両方の義務を負う

会社の買収方法
• 株主が50名未満の会社の買収：既存株主からの株式譲渡
• 株主が50名以上の会社の買収：①公開買付、②調整スキーム

 (20％を超える株式取得は原則禁止だが、①,②は主要な例外)
(注3)オーストラリアには、日本の会社法上の合併、会社分割に相当

する組織再編の法的枠組みは存在しない

外部管理の定義・種類
➢ 定義：取締役会が会社の管理・経営を行う権限を喪失し、取締役以外

の外部の者に当該権限が移管されること
➢ 種類：①レシーバーシップ：担保権実行、②任意管理：再生型手続、

③清算：清算型手続
(注4)オーストラリアには日本と異なりDIP型手続*は存在しない

＊debtor in possession = 日本の民事再生手続きのように、支払不能となった会
社の取締役が当該会社の管理を行う権限を保持したままで行われる倒産手続
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【Ⅳ－４】資金調達

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

◼ オーストラリアでの主な資金調達の方法は、増資、親会社からの借入(親子ローン)、現地銀行からの借入がある

◼ 配当、借入に関する規制は以下の通り

親子ローン増資 銀行借入

親会社からの調達 銀行からの調達

過少資本税制の対象

過少資本税制

2023年7月1日以降に開始する事業年度より適用開始となる改正法により、以下の通り規定

✓ 関連会社・非関連会社に関わらず、すべての借入が対象

✓ 原則とするFixed ratio testでは、純支払利子等のうちTax EBITDA(*)×30%を超過する金額が損金不算入と

規定されている。損金不算入となった純支払利子等は一定の要件を満たすことで15年間の繰越が可能

✓ ただし、利息の額が200万豪ドルを超えない場合は対象外となる

✓ 関連者からの資産取得等のために行われた借入に係る支払利子等が損金不算入となる

＊Tax EBITDAは、当年度の課税所得金額に純支払利子等や税務上の減価償却費等を加算し、受取配当金等を減算して算出

配当に関する
規制

オーストラリア会社法上、以下の基準を満たす場合であれば、会社に利益がない場合にも配当を行うことが

可能

✓ 会社の資産の額が負債の額を超えており、かつ当該超過額が配当の支払いに十分である

✓ 配当金の支払いが会社の株主にとって総じて公平かつ合理的である

✓ 配当金の支払いが会社債権者に対する支払能力を大きく損なうものではない

資金調達方法

配当規制の対象
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【Ⅳ－５】不動産関連規制

◼ オーストラリアでは近年、住宅ブームにより中国を中心とした海外からの不動産投資が増加し住宅価格の上昇が
継続。2017年より当局による不動産市場の過熱抑制に向けた規制強化などが打ち出されたものの、住宅市場は拡
大基調が続いていた

◼ 政策金利引き上げの影響で足元の住宅価格は下落し続けるも、規制緩和の傾向は現状見られず

外国人および外国資本に対する規制

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

✓ 外国人投資家および居住者などの外資による土地
所有に関しては、ほとんどの場合、権利を取得す
る前に外国投資審査委員会(FIRB)の認可が必要

✓ なお、遺言により相続した権利または法律の運用
により移譲された権利などの場合は、市民権や在
留資格の有無に関係なく、FIRBの許可は必要ない

✓ 外国人長期滞在者の不動産取引についての規定は
以下の通り

不動産関連規定

不動産の
所有権

✓ オーストラリアの土地は憲法に基づき、原則的に「イギリ
ス連邦の国王」に属するものとされ、私人による完全な
「所有権」はそもそも否定されている

✓ いわゆる「土地所有者」には、原則的には「自由保有権
(Freehold)」が認められているという考え

✓ 不動産関係法規は州の立法権に属し、各州が制定
✓ 土地の私有は永住権を持たなくても可能
✓ 土地と建物は個別の不動産として扱われるが、通常の物件

売買には土地と建物の所有権が含まれている

✓ 土地登記のみのトレンス・システム(Torrens System)=登
記権利者が登記の際に交付された登記証明書を受け、後に
自己が登記義務者となるときにその登記証明書を提出させ
る制度あり

✓ 登記情報を縦覧できる未登記事項検索システム
「U.R.D.S」があり、所定の手数料を支払えば「未登記事
項」の案件リストの取得可能

不動産の
登記

不動産の
賃借

✓ 借主がリース契約で継続のオプションを持つ場合、貸主は
借主がそのリースを継続することを義務付けられている

✓ 通常リース契約に更新オプションが含まれており、条件付
契約として成り立っている

➢ 投資を目的とした住居の購入は不可
➢ 中古物件を購入する場合はFIRBに申請が

必要
➢ オーストラリアに居住しなくなった場合に

は、購入した物件を3ヵ月以内に売却しな
ければならない

➢ 新築物件を購入した場合には政府に申請が
必要

➢ 空き地を購入した際は、4年以内に建設を
終了しなければならない
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【Ⅳ－６】近時トピックス

（出所）各種報道よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

国内製造業強化へ
✓ 国内製造業支援策は2024年年末に議会を通過させ、オーストラリアが強みとする重要鉱物やクリーンエネルギーの開発を

税控除や優遇融資などにより支援する内容が中心。リチウムやニッケルといった重要鉱物業界のほか、バッテリーの下流
産業、グリーン水素、ソーラーパネル、量子コンピューター、バイオ燃料なども対象に

政治・
外交

豪中関係の雪解け
✓ 中国に対し新型コロナウイルスに関する独立調査追及等をめぐって悪化した豪中関係だが、2022年のG20サミットで、ア

ルバニージー首相と中国の習近平国家主席の公式会談が実現し関係改善の方向に
✓ 中国の李強首相が2024年6月にオーストラリアを訪れ融和外交をアピール。中国首相の訪問は7年ぶりであり、資源産業な

どの地域を訪れ中国側の関係改善意欲を示した

社会・
環境

水素業界に暗雲の兆し
✓ 連邦政府は、2024年9月に国家水素戦略の最新版を発表した。2019年に策定された戦略を初めて改定したもの。ただし、

各企業は水素生産におけるコストの高さと採算性の課題に直面し、足元相次いで事業の見直しを発表している（2024年11
月には川崎重工業が日豪水素サプライチェーン構築実証事業について、製造段階の認可遅れを理由に見直しを発表）

経済・
産業

賃上げおよび労使制度改革
✓ 2024年2月、連邦上院議会は労使改革第2弾の法案を可決した。労働者が勤務時間外に雇用主からの仕事連絡を拒否できる

「つながらない権利（right to disconnect）」を与えるなど、労働者の権利を最大限に守るほか、非正規社員の正規社員へ
の転換は、雇用主に事業運営上の理由で拒否できる権利を付与するなど、雇用主向けにも内容を緩和した

✓ 労使裁定機関フェアワーク委員会は2025年6月に最低賃金を3.5％引き上げ、同年7月以降の最低賃金の時給は24.1豪ドルか
ら24.95豪ドル（約2,310円）に、週給では915.9豪ドルから948豪ドルに約32豪ドル増額となる

2032年夏季オリンピック・パラリンピック開催地がクイーンズランド州のブリスベンに決定
✓ オーストラリアでの開催は1956年のメルボルン大会、2000年のシドニー大会に続いて3回目
✓ 競技会場は既存の施設の使用を80％以上とし、「Climate Positive」（二酸化炭素の排出量よりも削減量の方が多い状態）

を大会のコンセプトに設定
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（ご参考）連邦政府の再エネ関連施策

機関・会社名 属性 役割（例）

ARENA 
（Australian 
Renewable 
Energy 
Agency）

政府
機関 ✓ 再エネ推進

✓ 新燃料の開発推進
✓ 地方オフグリッドの開発推進

Clean Energy 
Regulator

政府
機関

✓ 脱炭素化政策の策定・推進
✓ 温室効果ガスの削減目標を達成

するための政策の策定・推進
✓ 再エネ関連政策の策定・推進

CSIRO
（Commonweal
th Scientific 
and Industrial 
Research 
Organization)

連邦
科学
産業
研究
機構

✓ 水素産業の開発推進
✓ エネルギー運営・「効率化の開

発推進
✓ 蓄電技術の開発推進
✓ CCUS関連技術の開発推進

CEFC（Clean 
Energy Finance 
Corporation）

政府
系投
資
ファ
ンド

✓ グリーンエネルギーファンド
✓ 水素開発PJへの投資推進
✓ 持続可能な都市開発への投資推

進

Green Building 
Council 
Australia

協会 ✓ グリーンビルディング資格の認
証

✓ グリーンビルディングの推進・
教育

✓ グリーン技術の建設への実用化
の推進

政府の主な再エネ関連機関

項目 内容

目標

CO2排出目標：2005年比排出削減43%(2030年)、ネットゼロ(2050年)

再エネ目標：再エネ発電比率82%(2030年)、石炭火力ゼロ(2043年)

ロード

マップ

脱炭素に
向けた
NEMの
シナリオ
(2040年)

①Hydrogen Superpowerシナリオ：
CO2排出量2メガトン、太陽光発電量92TWh、一般家庭の水素発
電使用量：50TWh

②Step Changeシナリオ：
CO2排出量1メガトン、太陽光発電量77TWh、一般家庭の水素発
電使用量：28TWh

③Progressive Changeシナリオ：
CO2排出量22メガトン、太陽光発電量45TWh、一般家庭の水素発
電使用量：15TWh

その他：41ヵ所の再エネゾーン(REZ)の指定、主要送電線、主要再エネ・スト
レージ事業の計画（電力インフラ整備にAUD200億拠出）、脱炭素容量メカニ
ズムの導入等

ファンド

・

助成金等

気候変動対策ファンド ：
2015年に設立された温室ガス排出削減ファンドと合わせて合計45億5,000万豪
ドルの投資額を計上。農業生産者や企業、先住民の地域社会にとって有益な
温室効果ガス削減プロジェクトへ投資

国家水素戦略関連助成金：
「国家水素戦略」の一環として、初期段階の実証や計画を対象とした「水素
ハブ開発・設計助成金」（1件当たり50万～300万豪ドル）、より具体的な開
発事業を想定した「水素ハブ開発実行助成金」（同3,000万～7,000万豪ド
ル）を設立

豪州の脱炭素関連目標とロードマップ

（出所）CSIRO「Electricity Network Transformation Roadmap」;連邦政府より、みずほ銀行国際戦略情報部作成

◼ 再エネへの移行に関して、GDPの大部分を占める資源・鉱石業界から度々懸念が示されてきたが、2022年5月に
発足した現政権以降、与党労働党は野心的な再エネ目標と脱炭素目標を打ち出している
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（ご参考） 2025年連邦議会選挙結果まとめ

◼ 2025年5月3日に豪州連邦議会総選挙の投開票が行われ、与党労働党は下院議会（定数150、過半数76）で94議席
（6月5日時点、開票率90％）を確保し、単独過半数で政権を維持することが確実となった。アルバニージー首相
はジョン・ハワード氏（1998年）以来の連続当選を果たした首相となった。上院（定数76）でも労働党は3議席
上積みし、国会運営における安定性が高まる見通し

◼ 野党保守連合（自由党・民主党）はこれまでの58議席から43議席と大幅減し、ダットン自由党党首は自身の選挙
区でも破れ、党首辞任を表明した。2022年選挙で第三大党となった緑の党も1議席のみ獲得との結果になった

政党名 総得票数 総得票率
獲得議席数

（総数
150）

議席数変化

Labor（労働党） 5,354,140 34.56% 94 +17

Liberal–National 
Coalition（保守連

合）
4,929,400 31.82% 43 -15

Greens（緑の党） 1,889,976 12.20% 1 -3

Katter's Australian 
Party

51,775 0.33% 1 -

Centre Alliance 37,453 0.24% 1 -

無所属
（Independents）

1,126,051 7.27% 10 -

合計 15,490,237 - 150 -1

下院選挙
投票結果

労働党

 63%

保守連合 

29%

その他

 9%

政党名 総得票数 総得票率
総議席数

（総数76）

うち、改選後
獲得議席数
（総数40）

議席数変化

Labor（労働党） 5,573,028 35.11% 28 16 +3

Liberal–National 
Coalition

（保守連合）
4,744,580 29.89% 27 13 -3

Greens（緑の党） 1,859,974 11.72% 11 6 -

One Nation 899,296 5.67% 4 3 +2

Lambie 166,085 1.05% 1 1 -

Australia's Voice 119,717 0.75% 1 0 -

David Pocock 114,915 0.72% 1 1 -

無所属
（Independents）

36,245 0.23% 1 0 -1

Tammy Tyrrell for 
Tasmania

不参加 1 0 -

United Australia 
Party

不参加 1 0 -

合計 15,871,189 - 76 40 -

下院選挙における詳細結果（議席獲得した政党のみ） 上院選挙における詳細結果（議席がある政党のみ）

(出所)各種資料、現地報道より、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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（ご参考）第二次アルバニージー政権の予想されるスタンス

◼ アルバニージー首相は、選挙戦を通じて「経済と外交の安定運営」を強調。労働党の大勝について、現地メディ
アは「若者や賃貸物件居住者、移民など主要な有権者層に焦点を当てたことが奏功した」と分析。ただし国内の
生産性向上は引き続き課題として残っている

◼ 選挙戦中労働党が掲げた公約は、「所得税率引き下げ」「再エネの推進」「新規住宅の建設」などのテーマに集
中した。その他、労使制度改革、国内先端製造業の推進と移民政策の転換は第一次アルバニージー政権より継続
される見込。外交政策においては、アジア・オセアニア地域において米国最大の盟友でありながらも、引き続き
豪中関係の改善を図ると想定。またASEANとの関係性をさらに深化させる方針が想定される

労働党政権の主な選挙公約と予想される政策スタンス

生活費対
策・住宅

対策

◼ 所得税減税策として2026-27年度に最低所得区分の税率を16％から15％に、翌年度にはさらに14％に引き下げる計画。所得税申告（タックス
リターン）において仕事関連経費を一律1,000豪ドルまで無条件で控除対象とする仕組みを新設すると発表。ほかにさまざまな標準税控除も
加え、平均的なフルタイム労働者は3,110豪ドルの恩恵を受けるとの試算

◼ 労働党は100億豪ドル規模の住宅基金により、2030年末までに120万戸の新規住宅の建設を目標として掲げる。また、今後4年間で各州政府に
計20億豪ドルの資金支援を行うとしている。初回住宅購入者向け、5％の頭金でローンを組めるようにする政策も打ち出されている

◼ 労働党は現在は一律15％となっている年金運用利益への課税率を、300万豪ドルを超える口座について30％に引き上げたい考えも示している。
また労働者のペナルティーレート（時間外・週末勤務手当）の保証を法制化する方針（対象はレベル4～6の職種で、年収が5万3,670～6万
1,958豪ドルの従業員）や、大学奨学金債務の20％削減も公約している

産業・エ
ネルギー

政策

◼ 12億豪ドル以上を投じて重要鉱物の備蓄を拡大する計画。国内向けの備蓄として政府が少量保持するが、主に他国への再販を前提に、重要鉱
物31項目について国内の生産各社と合意価格でのオフテイク契約を結ぶ（国内産業を後押しするとともに外交交渉での材料とする戦略的な狙
いがあると見られている）

◼ 家庭用蓄電池の導入を支援するため総額23億豪ドルの補助金を支給する計画。その他、再エネ発電比率目標を達成するため、洋上風力発電所
の導入や石炭火力発電所の段階的閉鎖に関する政策を強化していくとみられる。またEVの定着化などにも積極的に取り組んでいく方針が想
定される

◼ 一方、選挙時公約では明言がなかったものの、2024年年末に議会を通過した国内製造業推進法案は今後も続行する見込み

外交政策
◼ トランプ関税においてオーストラリアは最低水準の関税率が課されており、アジオセ地域において米国の主要な軍事盟友である
◼ 豪中関係において、貿易制裁は徐々に解除され、両国に歩み寄る姿勢がみられるが、根本的な改善に時間が要る
◼ アルバニージー首相は、再選後初の外遊でインドネシアへ訪問した。ASEAN各国との関係性深化を目指す狙いが見られる

その他
◼ 労使制度改革の一環として、長期勤続休暇 （long service leave、LSL）の持ち越し制度（portable leave scheme）の導入を第一次アルバ

ニージー政権より継続的に検討されている
◼ 2025年7月1日から外国人留学生の学生ビザの申請料金をこれまでの1,600豪ドルから2,000豪ドルに25％引き上げる

(出所)各種資料、現地報道より、みずほ銀行国際戦略情報部作成
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（ご参考）トランプ関税影響
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（出所）各国貿易関連統計をもとにみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

各国との貿易・投資関係

米
国
関
係

• 貿易面では対米依存度が低いも、安全保障貿易においてはほぼ全量
米国より輸入している。米国の主要な軍事盟友であり、2021年に
AUKUS軍事同盟（豪米英三国）を立ち上げ米国との軍事同盟関係性
を強化した

• QUAD（日米豪印四国）枠組み内においても協力関係を強化してい
る。トランプ政権はインド太平洋地域を重視しているため、米国に
とって豪米関係は引き続き重要な外交関係である

中
国
関
係

• 中国は豪州にとって最大の貿易相手であり、中国にとっても豪州は
第5位の輸入元。豪州はテレコム設備などを中国より輸入し、鉄鉱
石・石炭、天然ガスなどを輸出

• 新型コロナウイルスの独立調査追及により、急激に悪化した豪中関
係だが、2023年以降貿易関係正常化に伴い改善が見られる。中国は
豪州産石炭の輸入に大きく依存しており、貿易制裁中は国内電力不
足が深刻化。両国関係の根本的な改善に時間がかかるも、貿易面に
おける依存関係は暫し継続する想定

そ
の
他

• インド太平洋地域の地政学リスクに巻き込まれる恐れがあり、リス
クに備え既存同盟国以外にも積極的に域内安保協力関係を強化して
いる。第一次アルバニージー政権では、インドネシアと日本は米国
に並び首相就任以降最も多く訪問している国

• 貿易面においても対中依存度を減らすべく、近年は他国との貿易関
係（例：サウジアラビア向けの大麦輸出）を積極的に強化している

米国・中国等との貿易・投資関係主要国・地域の輸出先構成(2024年/%)

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

◼ 対米輸出の割合が低いことと外交面米国と親しい関係にあることから、オーストラリアに課された相互関税は
10%と世界最低の水準。ただし豪州国内では米国に対する信頼の低下が広がっている

◼ 一方、貿易面においては対中依存がかなり強いため、米国の対中貿易政策によって豪州経済が間接的に影響を受
ける側面も。対中依存度を減らすべく、近年豪州は中東やASEANとの貿易関係も強化している
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Ⅰ. 基礎情報

Ⅱ. 投資関連情報

Ⅲ. 拠点設立

Ⅳ.各種規制・恩典・参考情報

Ⅴ.その他
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【Ⅴ－１】各州概要

西オーストラリア州

北部準州

クイーンズランド州

ニュー・サウス・ウェールズ州

南オースト
ラリア州

タスマニア州

ビクトリア州

メルボルン

シドニー
キャンベラ

ACT

ブリスベン

ホバート

パース

ダーウィン

アデレード

ケアンズ

●州別人口(2024年9月末時点推計)

（単位：千人）

（単位：百万豪ドル）

●州内総生産（GSP）(2023/24年度)

国全体： 27,309千人

GDP： 2兆6,043億豪ドル●州別面積

（単位：k㎡ ）

国全体：7,692,024k㎡

8,511 

7,013 

5,609 

2,982 

1,883 

576 

476 

256 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

ニューサウスウェールズ州

ビクトリア州

クイーンズランド州

西オーストラリア州

南オーストラリア州

タスマニア州

首都特別地域

北部準州

2,527,013 

1,729,742 

1,347,791 

984,321 

801,150 

227,444 

68,401 

2,358 

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

西オーストラリア州

クイーンズランド州

北部準州

南オーストラリア州

ニューサウスウェールズ州

ビクトリア州

タスマニア州

首都特別地域

788,608 

580,918 

515,895 

448,207 

142,175 

53,253 

40,620 

34,581 

0 400,000 800,000

ニューサウスウェールズ州

ビクトリア州

クイーンズランド州

西オーストラリア州

南オーストラリア州

首都特別地域

タスマニア州

北部準州

（注）GSP: Gross State Product (州内総生産）
（出所）オーストラリア統計局より みずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅴ－１】ニュー・サウス・ウェールズ州概要

✓ 同州は、人口・州内総生産（GSP)ともにオーストラリア最大州で、
国全体の3割強を占めている

✓ 中央銀行であるオーストラリア連邦準備銀行（RBA）、オーストラ
リア金融庁（APRA）、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）等、
連邦政府関係機関の本部が置かれている

✓ 州政府の送電・貯蔵プロジェクトなど新たな政策コミットメントが
高く評価され、世界自然保護基金オーストラリアによる2022年で再
エネ推進を比較したランキングで1位になった

✓ 2021年に「インベストメントNSW」が立ち上がり、日本企業と州政
府や地元のオーストラリア企業を必要に応じてつなげる仲介役に

経済・産業

概要

*2024年6月時点

建設業, 

6.8%

製造業, 5.5%

金融・保険業, 

9.5%

交通・物流・

倉庫業, 4.8%

保健・福祉業, 

7.1%

教育業, 

4.7%
専門サー

ビス業, 

8.8%

その他, 

52.8%

✓ 一大金融・商業都市である
シドニーがあることから、
産業の金融の他、保険、不
動産、サービスの生産額の
シェアが高い

✓ 農業や鉱業のシェアは低い
ものの、同州で生産される
石炭や小麦の多くは日本向
けに輸出されている

✓ 2026年に開港予定の西シド
ニー国際空港を中心とした
エアトロポリス開発事業を
はじめ、西シドニー開発な
ど、インフラ関連の需要増
大が注目される

（出所）NSW州政府、各種報道より みずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 4.2 1.2

年間失業率 2.9 3.9

消費者物価上昇率 4.2 2.3

賃金上昇率 3.4 4.2

(単位：％)
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【Ⅴ－１】ビクトリア州概要

✓ ビクトリア州の面積は全国土の約3％に過ぎない（日本の本州よりや
や狭い程度）が、人口は約661万人でNSW州に次いで第2位

✓ 都市別でも、メルボルンの人口約496万人はシドニーの約523万人に
次いで第2位で、シドニーと並びオーストラリア経済の二大中心地の
一つ

✓ 日本はビクトリア州にとって貿易相手国第3位であり、食品・繊維商
品に関しては2番目に大きい輸出市場。また製造品、観光、留学にお
ける市場としても日本は重要な位置を占めている。アサヒ、ユニク
ロ、カゴメ等多くの日系企業はビクトリア州に豪州拠点を置く

経済・産業

概要

*2024年6月時点

（出所）VIC州政府より みずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）

✓ NSW州と同様、産業構造は
第三次産業を中心にシフト
している

✓ メルボルン港は南半球最大
のコンテナ港で、乳製品と
穀物の輸出拠点

✓ トヨタ、GMホールデン、
フォードの生産拠点があり
自動車製造業の中心地で
あったが、各社撤退を発表
し、トヨタも2017年10月に
生産終了

✓ 州政府は、食品加工、ライ
フサイエンス、農業の強化
を打ち出している

建設業, 

8.1% 製造業, 6.9%

金融・保険業, 

9.6%

保健・福祉業, 

9.5%

教育業, 

5.6%

専門サー

ビス業, 

9.4%

その他, 

50.9%

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 3.4 1.5

年間失業率 3.7 4.4

消費者物価上昇率 3.8 2.3

賃金上昇率 3.6 3.3

(単位：％)
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【Ⅴ－１】クイーンズランド州概要

✓ 2032年ブリスベン五輪に向けて、州政府は現在、インフラプロジェ
クトの推進、鉱業、農業、観光等の主要産業の支援、環境保護等を
優先事項としている

✓ 政府は積極的に水素産業を推進しており、オーストラリアで現在計
画されている水素プロジェクトが最も多い州となった

✓ 日本との関係は豪州の中でも歴史的に最も古く、1896年には豪州で
最初の日本国領事館が州北部のタウンズヴィルに開設された

経済・産業

概要

*2024年6月時点

（出所）QLD州政府より みずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）

建設業, 

7.2%

鉱業, 18.6%

製造業, 5.5%

専門サービス業, 

6.2%

交通・物流・

倉庫業, 5.3%保健・福祉業, 

8.4%

その他, 

48.8%

✓ 石炭を主とする鉱業、牛肉･
さとうきび･綿花･穀物など
の農畜産業および観光など
のサービス業が主要産業

✓ 基幹産業である石炭の生産
量の8割以上は輸出されてお
り、そのうち約2割が日本向
け

✓ グラッドストーンを拠点と
するLNG/CSG産業は石炭と
並ぶ州の基幹産業

✓ また、亜鉛・銅・鉛・ボー
キサイトも産出

✓ グレートバリアリーフ等5つ
の世界遺産を有し観光資源
が豊富であり、観光分野へ
の投資も増加傾向にある

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 2.8 2.1

年間失業率 3.6 4.1

消費者物価上昇率 4.2 2.7

賃金上昇率 3.7 4.6

(単位：％)
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【Ⅴ－１】南オーストラリア州概要

✓ 人口は約188万人でその多くがアデレードを中心とする海岸沿いに
居住

✓ 同州に拠点を置くオーストラリア宇宙庁はJAXAとの協力を深化させ
ている

✓ 日系企業の主要な進出例として、丸紅が地場企業とLNG輸入事業へ
参画と、グリーンアンモニア事業を計画する地場水素開発企業に三
菱重工業のマイナー出資がある

✓ 2022年に7月にアデレード日本商工会議所が開設され、今後日系企
業の進出がさらに期待される

経済・産業

概要

*2024年6月時点

（出所）SA州政府よりみずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）

✓ 鉄鉱石、銅、金、ウラン等
の鉱物資源が豊富で、主要
な輸出品目となっている

✓ 農水産業も盛んで、小麦、
大麦等の穀物の8割以上が中
東、中国、日本、東南アジ
ア等の海外に輸出されてい
る

✓ 世界で唯一ミナミマグロの
養殖が行われており、その9
割以上が日本に輸出されて
いる。ワインの生産量は国
内第1位

✓ 政府系造船企業ASC等の防
衛産業等が所在し、宇宙開
発拠点として宇宙産業の発
展が期待されている

建設業, 

8.2% 製造業, 6.1%

金融・保険業, 

7.3%

保健・福祉業, 

12.1%

教育業, 

6.1%

専門サー

ビス業, 

5.9%

その他, 

54.3%

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 3.6 1.2

年間失業率 4.2 4.0

消費者物価上昇率 4.8 2.2

賃金上昇率 3.7 3.9

(単位：％)
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【Ⅴ－１】西オーストラリア州概要

✓ 国土の1/3の面積がある一方、人口はオーストラリアの約1割で、大
半が州都パース近郊に集中

✓ 資源業界の発展に伴いEV産業も近年動きが見られる。州政府は410
万豪ドルを投じて、州内の観光道路沿いの49ヵ所にEVの充電施設を
設置する。設置距離は6,600kmに上り、世界最長のEV充電網となる

✓ 日系企業の主要な進出例として、三井物産が参画した再生可能エネ
ルギーを使うグリーン水素の製造事業「YURIプロジェクト」（フラ
ンス電力大手エンジーのオーストラリア事業会社の株式28％を取得
することで参入）がある

経済・産業

概要

*2024年6月時点

（出所）WA州政府よりみずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）

鉱業, 

46.5%

建設業, 

5.6%

製造業, 

4.6%

保健・福祉業, 

4.9%専門サービス業, 

4.5%

その他, 

33.9%

✓ 主要産業は鉱業と農業で、
特に鉱業部門の比率が高い

✓ 地中海性気候の地域であり、
1980年代からワイン生産な
ど醸造業が盛ん

✓ 鉄鉱石や天然ガス等の資源
エネルギーの輸出が州経済
を支える。輸出額では全体
の約4割を占め、オーストラ
リア経済の牽引役となって
いる

✓ 日本は中国に次ぐ第2位の貿
易相手国で、日本向け主要
輸出品目は、鉄鉱石等の天
然資源。日本が輸入する鉄
鉱石の約6割、LNG・小麦の
1割以上は、西オーストラリ
ア州に依存

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 3.7 0.5

年間失業率 3.6 3.8

消費者物価上昇率 3.6 2.8

賃金上昇率 4.2 4.2

(単位：％)
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【Ⅴ－１】タスマニア州概要

✓ ホバートはシドニーに次いでオーストラリアで2番目に古い街。日
本の幕末時代には捕鯨船の基地でもあり、南太平洋から北洋まで出
ていた

✓ GSPは国内の2％で、人口も約58万人と少なく、他州や国外に経済
は大きく依存している

✓ 再エネ分野での強みや投資を生かし水素・再生燃料を推し進めてお
り、すでに州の電力需要すべてを再エネで賄っている。2040年には
需要の200％の発電をめざしており、州外および海外への「電力輸
出」に加え次世代エネルギーへの活用も視野に入れる

経済・産業

概要

*2024年6月時点

（出所）TAS州政府よりみずほ銀行国際戦略情報部作成

タスマニア州

農林水産業, 

9.5% 鉱業, 4.5%

建設業, 7.7%

製造業, 

4.9%

保健・福祉業, 

14.9%

その他, 

58.5%

✓ 産業構造は、豊かな自然を
背景として農林水産物や鉱
物資源を利用した産業が盛
ん。製造業の割合が高く、
金属（亜鉛･アルミニウム
等）、林産品
などの製造が活発

✓ GSPに占める農林水産業の
割合が高く、特に水産物は
国内の30％を占める。水産
物の約7割を占める鮭の養殖
は、国内の98％を占める

✓ このほか、本土とは異なる
自然を生かし、観光にも力
を入れている

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 1.9 1.4

年間失業率 3.5 3.8

消費者物価上昇率 3.3 1.4

賃金上昇率 3.9 5.1

(単位：％)
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【Ⅴ－１】北部準州（ノーザンテリトリー）概要

✓ 1978年に連邦政府から準州の地位を認められ、自治権を獲得した

✓ ノーザンテリトリー最北部はトップエンドと呼ばれており、州都は
ダーウィン。人口約26万人、GSPが約346億豪ドルと国内のわずか
1％程度

✓ 管轄区域はオーストラリア全土の6分の1を占めており、豊富な天然
資源を擁している

✓ 日系企業の主要な進出例として、日本最大級の対外投資である
INPEXのイクシス・プロジェクト（北部準州にてLNGを開発、生産
するプロジェクト）、NECと北部準州政府のDX対応力強化のパー
トナーシップ締結がある

2022/23
実績

2023/24
実績

実質GSP成長率 5.2 4.6

年間失業率 3.3 4.1

消費者物価上昇率 3.9 1.7

賃金上昇率 3.3 3.8

経済・産業

概要

*2024年6月時点

(単位：％)

鉱業, 

25.8%

建設業, 

6.7%

政府行政部門, 

10.7%

保健・福祉

業, 9.1%

教育, 

5.2%

その他, 

42.5%

✓ 鉱業部門が大きな割合を占
め、北部地域における防衛
力配備を反映し、政府･防衛
の割合も高い反面、人口が
少ないこと等から金融･保
険･サービス業の割合が低い
などの特徴がある

✓ 医療･保健･教育･治安･雇用･
インフラ整備等の分野を重
点項目とし、全歳出の約7割
が充てられている

✓ 主要な輸出品は液化天然ガ
ス、生きた動物、鉱石およ
び精鉱。主要な輸出相手国
は日本、中国、韓国

（出所）NT準州政府よりみずほ銀行国際戦略情報部作成（写真：みずほ銀行国際戦略情報部撮影）
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【Ⅴ－２】オーストラリアのFTA・EPA締結状況

Australia-New Zealand 
Closer Economic Relations

Australia-United States 
FTA

Malaysia-
Australia FTA

Singapore-
Australia FTA

Thailand-
Australia FTA

Japan-Australia
Economic Partnership
Agreement

Australia-Chile 
FTA

China
Australia FTA

Indonesia-
Australia CEPA*

*CEPA：Comprehensive Economic Partnership Agreement

Peru-Australia 
FTA

Korea-
Australia FTA

Australia-
Hong Kong FTA

◼オーストラリアは現在、ニュージーランド、シンガポール、米国、タイ、チリ、ASEAN、マレーシア、韓国、日本、
中国等とFTAを締結

◼最近の動向としては、2021年12月にイギリスとのFTAに署名（2023年5月発効）、2022年4月にインドと経済協
力・貿易協定（AI-ECTA）を締結（2022年12月発効）。また、EUとのFTAの交渉、およびインドとの包括的経済
協力協定（CECA）の交渉等も継続している

◼ 2023年11月、バイデン米政権が提唱し立ち上げたインド太平洋経済枠組み（IPEF）閣僚会合を経て、豪含む14ヵ
国によるサプライチェーン協定が発表され、2024年2月末に発効された。当協定は、サプライチェーンが途絶えた
際の具体的な連携手続きを規定する初の多国間協定。サプライチェーンの強化協力や、サプライチェーン内の労働
者の役割強化、重要分野・重要物品の特定などについて定めている。豪州を含め、日本、インド、韓国等も参加

（出所）各種資料よりみずほ銀行国際戦略情報部作成
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【Ⅴ－３】みずほ銀行 シドニー支店のご案内

所在地
Level 29, 60 Martin Place, Sydney, N.S.W. 
2000, Australia

代表電話 61-2-8273-3888

営業日 月曜日～金曜日

（地図：みずほ銀行作成）
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【Ⅴ－４】業務提携～オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）

2015年3月24日サイニングセレモニー
（みずほ銀行本店にて）

名称
Australian Trade and Investment Commission(Austrade)/
オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）

概要 オーストラリア政府の貿易投資振興機関

代表者 Xavier Simonet (CEO)

本部所在地 シドニー

事務所
世界43ヵ国

うち、日本国内2ヵ所（東京、大阪）

人員数 日本国内：約40名（商務官）

主なサポート
内容

・オーストラリアへの直接投資に関する情報提供およびサ
ポート

・オーストラリアの州・準州政府や業界団体と連携した、
投資プロジェクトの推進・遂行サポート

・投資プロジェクトのご紹介

・オーストラリア連邦・州政府の助成に関する情報提供

・各分野・プロジェクトに精通したコンサルタントのご紹介

など

業務協力協定の締結

オーストラリアへの
新規進出・事業拡大を検討する

日本のお客さまへのサポート体制を
一層強化

*2025年6月現在
（写真：みずほ銀行撮影）

提携先概要
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Disclaimer

© 2025  株式会社みずほ銀行

本資料は金融ソリューションに関する情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の取引の勧誘・取次ぎ等を強制す
るものではありません。また、本資料はみずほフィナンシャルグループ各社との取引を前提とするものではありません。

本資料は、当行が信頼に足り且つ正確であると判断した情報に基づき作成されておりますが、当行はその正確性・確実性を保証
するものではありません。本資料のご利用に際しては、貴社ご自身の判断にてなされますよう、また必要な場合は、弁護士、会計
士、税理士等にご相談のうえお取扱い下さいますようお願い申し上げます。

本資料の著作権は当行に属し、本資料の一部または全部を、①複写、写真複写、あるいはその他の如何なる手段において複製す
ること、②当行の書面による許可なくして再配布することを禁じます。
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